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令和５年３月定例会議案目次 

 

議 案 番 号              件          名 

議第 １号  令和４年度山形市一般会計補正予算 

議第 ２号  令和４年度山形市公共下水道事業会計補正予算 

議第 ３号  令和４年度山形市駐車場事業会計補正予算 

議第 ４号  令和５年度山形市一般会計予算 

議第 ５号  令和５年度山形市水道事業会計予算 

議第 ６号  令和５年度山形市公共下水道事業会計予算 

議第 ７号  令和５年度山形市立病院済生館事業会計予算 

議第 ８号  令和５年度山形市国民健康保険事業会計予算 

議第 ９号  令和５年度山形市後期高齢者医療事業会計予算 

議第１０号  令和５年度山形市介護保険事業会計予算 

議第１１号  令和５年度山形市母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計予算 

議第１２号  令和５年度山形市区画整理事業会計予算 

議第１３号  令和５年度山形市財産区会計予算 

議第１４号  令和５年度山形市駐車場事業会計予算 

議第１５号  令和５年度山形市公設地方卸売市場事業会計予算 

議第１６号  令和５年度山形市農業集落排水事業会計予算 

議第１７号  市道路線の認定について 

議第１８号  市道路線の廃止について 

議第１９号  市道路線の変更について 

議第２０号  包括外部監査契約の締結について 

議第２１号  山形市特定空家等緊急措置条例の設定について 

議第２２号  山形市印鑑条例及び山形市手数料条例の一部改正について 

議第２３号  山形市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正につ

いて 

議第２４号  山形市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正に

ついて 



議第２５号  山形市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

議第２６号  山形市手数料条例の一部改正について 

議第２７号  山形市福祉医療給付金支給条例の一部改正について 

議第２８号  山形市児童遊園条例の一部改正について 

議第２９号  山形市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

について 

議第３０号  山形市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

議第３１号  山形市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

議第３２号  山形市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につ

いて 

議第３３号  山形市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部改正について 

議第３４号  山形市認定こども園の認定の要件に係る基準並びに施設の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 

議第３５号  山形市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正について 

議第３６号  山形市国民健康保険条例の一部改正について 

議第３７号  山形市営住宅条例の一部改正について 

議第３８号  山形市立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例の一部改正について 

   

 























































































































議第１７号 

 

   市道路線の認定について 

 

 別紙市道路線認定調書のとおり市道に認定する。 

 

  令和５年２月２２日提出 

 

                          山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

 

 

   理 由 

 道路法第８条の規定により、市道に認定し、維持管理しようとするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

市 道 路 線 認 定 調 書 

整理番号 路 線 名 
起   点 

終   点 

重 要 な 

経 過 地 

４３６１ 蔵王駅前住宅２３号線 
山形市大字松原字東谷地３８１－２２ 

山形市大字松原字東谷地３８１－６ 

 

４３６２ 落合町北３号線 
山形市落合町字落合１０７３－１ 

山形市落合町字落合１０７３－５ 

 

４３６３ 南山形住宅１９号線 
山形市蔵王成沢字久保田２６１７－４５ 

山形市蔵王成沢字久保田２６１７－４７ 

 

４３６４ 南山形１７号線 
山形市大字松原字松原１－１３ 

山形市大字松原字松原１－１８ 

 

４３６５ 大野目２３号線 
山形市大野目一丁目４１－３ 

山形市大野目一丁目４１－２８ 

 

４３６６ べにばな１１号線 
山形市大字漆山字北道上３０８１－２０ 

山形市大字漆山字北道上３０８１－２３ 

 

４３６７ 成沢６号線 
山形市成沢西四丁目５０１－３０ 

山形市成沢西四丁目５０１－２７ 

 

４３６８ 椹沢１２号線 
山形市大字下椹沢字鼠田１０９９－１３ 

山形市大字下椹沢字鼠田１１２５－１２ 

 

４３６９ 落合８号線 
山形市落合町字小河向４０６－２８ 

山形市落合町字小河向４０６－２６ 

 

４３７０ 落合９号線 
山形市落合町字千歳５３－６ 

山形市落合町字千歳５３－９ 

 

４３７１ べにばな１２号線 
山形市大字漆山字北道上３０４９－３ 

山形市大字漆山字北道上３０４９－６ 

 

４３７２ 若葉町１号線 
山形市若葉町２８１－１１ 

山形市若葉町２８１－９ 

 

４３７３ 漆山石田９号線 
山形市大字漆山字石田２２０－１６ 

山形市大字漆山字石田２２０－４ 

 

Ｎｏ．１ 



 

市 道 路 線 認 定 調 書 

整理番号 路 線 名 
起   点 

終   点 

重 要 な 

経 過 地 

４３７４ 若葉町２号線 
山形市若葉町２６６－５ 

山形市若葉町２６６－１７ 

 

 

Ｎｏ．２ 



議第１８号 

 

   市道路線の廃止について 

 

 別紙市道路線廃止調書のとおり市道を廃止する。 

 

  令和５年２月２２日提出 

 

                          山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

 

 

   理 由 

 道路法第１０条の規定により、市道を廃止しようとするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

市 道 路 線 廃 止 調 書 

整理番号 路 線 名 
起   点 

終   点 

重 要 な 

経 過 地 

８４４ 飯塚線 
山形市飯塚町字中河原６５ 

山形市大字村木沢字大天箱１５２８ 

 

 

 

 



議第１９号 

 

   市道路線の変更について 

 

 別紙市道路線変更調書のとおり市道を変更する。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

                          山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

 

 

   理 由 

 道路法第１０条の規定により、市道を変更しようとするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

市 道 路 線 変 更 調 書 

整理番号 
新旧

の別 
路 線 名 

新旧 

の別 

起   点 

終   点 

重 要 な 

経 過 地 

２８９４ 

旧 同志平線の３ 旧 
山形市蔵王温泉字駒鳴セ１１９５－３ 

山形市蔵王温泉字駒鳴セ１２１０ 
 

新 同志平線の３ 新 
山形市蔵王温泉字駒鳴セ１２０１－１

山形市蔵王温泉字駒鳴セ１２１０ 
 

 



議第２０号 

 

包括外部監査契約の締結について 

 

次のとおり、包括外部監査契約を締結する。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

１ 契約の目的 

当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

２ 契約の始期 

令和５年４月１日 

３ 契約の金額 

金１０，３８０，７００円を上限とする額 

４ 契約の相手方 

⑴ 氏 名 阿 部 哲 

⑵ 資 格 公認会計士 

 

 

 

理 由 

令和５年度における包括外部監査契約を締結するため、地方自治法第２５２条の３６第１項

の規定により、議決を求めようとするものである。 



 

議第２１号 

 

山形市特定空家等緊急措置条例の設定について                     

 

山形市特定空家等緊急措置条例を次のように制定する。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

                          山形市長 佐 藤 孝 弘     

 

山形市特定空家等緊急措置条例                            

（目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第

２条第２項に規定する特定空家等（以下「特定空家等」という。）に対して行う緊急の措置

に関し必要な事項を定めることにより、市民等の生命、身体又は財産を保護することを目的

とする。 

（緊急措置） 

第２条 市長は、特定空家等に起因して人の生命、身体又は財産に重大な損害が生ずるおそれ

がある場合において、その損害の発生の危険が急迫し、他の手段によってはその危険を回避

する時間的余裕がないと認めるときは、当該特定空家等に対し、その危険を回避するために

必要な最小限度の措置を講ずることができる。 

２ 市長は、前項の規定による措置（以下「緊急措置」という。）を講じようとするときは、

専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。ただし、意見を聴く時間的余裕がな

い場合その他市長が特に認める場合は、この限りでない。 

３ 市長は、緊急措置を講じたときは、遅滞なく当該特定空家等の所有者又は管理者（以下「所

有者等」という。）に当該緊急措置の内容を通知しなければならない。この場合において、

当該特定空家等の所有者等を確知することができないとき、又は当該特定空家等の所有者等

の所在が判明しないときは、当該緊急措置の内容を公示しなければならない。 

４ 市長は、緊急措置を講じたときは、当該緊急措置に要した費用を当該緊急措置に係る特定

空家等の所有者等から徴収することができる。 



 

（委任） 

第３条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

   理 由 

危険な状態が発生している特定空家等について、その危険を回避するための緊急の措置を実

施できるようにするものである。 



議第２２号 

 

山形市印鑑条例及び山形市手数料条例の一部改正について 

 

山形市印鑑条例及び山形市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

山形市印鑑条例及び山形市手数料条例の一部を改正する条例 

 （山形市印鑑条例の一部改正） 

第１条 山形市印鑑条例（昭和４６年市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第３項中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証

明書」に改め、「第１５３号」の次に「。以下「公的個人認証法」という。」を、「個人番

号カードをいう。）」の次に「又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書（公的個人認証

法第３５条の２第１項の移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。）が記録されてい

る電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）

第１２条の２第４項第２号ロに規定する移動端末設備をいう。）」を加える。 

（山形市手数料条例の一部改正） 

第２条 山形市手数料条例（昭和２６年市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３項の見出し中「個人番号カード」の次に「又は移動端末設備」を加え、同項中

「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、「第

１５３号」の次に「。以下「公的個人認証法」という。」を、「個人番号カードをいう。）」

の次に「又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書（公的個人認証法第３５条の２第１項

の移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。）が記録されている電磁的記録媒体が組

み込まれた移動端末設備（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２条の２第４項

第２号ロに規定する移動端末設備をいう。）」を加える。 

附 則 

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律



第３７号）附則第１条第７号に掲げる規定（第４９条の規定に係る部分に限る。）の施行の日

から施行する。 

 

 

 

理 由 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正に伴い、証

明書交付サービスにおける印鑑登録証明書の交付申請及び証明書等の交付手数料の減額につい

て規定の整備をしようとするものである。 



 

議第２３号 

 

山形市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正につい 

て                             

 

山形市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように制定する。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

                          山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

山形市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部を改正する 

条例                            

山形市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年市条例第１９号）

の一部を次のように改正する。 

第７条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加える。 

（指定管理者選定評価審査委員会） 

第７条 指定管理者に関する次に掲げる事項について調査審議するため、市長の附属機関と

して、この市に山形市指定管理者選定評価審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 ⑴ 第３条第１項の規定による指定管理者の候補者の選定に関すること。 

⑵ 前条の規定による指定管理者の指定の取消し等に関すること。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 ⑴ 学識経験のある者 

 ⑵ 市職員で市長が定める職にあるもの 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

４ 委員の任期は、前項第１号及び第３号に掲げる者にあっては２年とし、同項第２号に掲げ

る者にあっては当該職にある期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の



 

任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

７ 委員会は、教育委員会からの求めに応じ、教育委員会の管理する公の施設に係る第１項各

号（第４号を除く。）に掲げる事項その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議す

ることができる。 

８ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年６月１日から施行する。 

（山形市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

２ 山形市特別職の職員の給与に関する条例（昭和２６年市条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

  第６条に次の１号を加える。 

  （５０） 指定管理者選定評価審査委員会の委員 

 

 

 

理 由 

指定管理者の候補者の選定等について調査審議する附属機関を設置しようとするものである。 

 



議第２４号 

 

山形市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につい

て 

 

山形市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

山形市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例 

山形市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年市条例第３０号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１の４の項から６の項までを次のように改める。 

４ 市長 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護の決定

及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、

被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還

又は徴収金の徴収に準じて行う生活に困窮する外国人に対す

る措置に関する事務であって規則で定めるもの 

５ 市長 私立高等学校生徒学費補助金の交付に関する事務であって規

則で定めるもの 

６ 教育委員会 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で

定めるもの 

別表第２の３の項事務の欄中「（昭和２５年法律第１４４号）」を削り、同表７の項特定個

人情報の欄中「教育・保育給付」の次に「又は子育てのための施設等利用給付」を加え、同表

１１の項事務の欄中「教育・保育給付」の次に「若しくは子育てのための施設等利用給付」を



加え、同表中 

「 

１７ 市長 私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に

関する事務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 
を 

                                       」 

「 

１７ 市長 生活保護法による保護の決定及び実施、

就労自立給付金の支給、保護に要する費

用の返還又は徴収金の徴収に準じて行う

生活に困窮する外国人に対する措置に関

する事務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規

則で定めるもの 
 

 

 

 

 

に 

 

 

 

 

 

 

 

公営住宅法による公営住宅

の管理に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

医療保険給付関係情報であ

って規則で定めるもの 

介護保険給付等関係情報で

あって規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって

規則で定めるもの 

特別児童扶養手当関係情報

であって規則で定めるもの 

児童扶養手当関係情報であ

って規則で定めるもの 

母子保健法による養育医療

の給付又は養育医療に要す

る費用の支給に関する情報

であって規則で定めるもの 

１８ 市長 私立高等学校生徒学費補助金の交付に関

する事務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規

則で定めるもの 

                                       」 

改める。 

 別表第３の２の項を削り、同表３の項を同表２の項とする。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

理 由 

個人番号の利用及び特定個人情報の庁内連携が可能な事務を追加するとともに、規定の整備

を行おうとするものである。 



議第２５号 

 

山形市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

山形市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

山形市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

山形市特別職の職員の給与に関する条例（昭和２６年市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

附則第１８項中「１２０，０００円」を「３００，０００円」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

理 由 

 農地利用最適化推進委員の活動の更なる活性化を図るため、同委員に支給する報酬加算額の

上限を引き上げようとするものである。 



議第２６号 

 

山形市手数料条例の一部改正について 

 

山形市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

                          山形市長 佐 藤 孝 弘     

 

山形市手数料条例の一部を改正する条例 

山形市手数料条例（昭和２６年市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

附則第４項の表独身証明書の項中「１２６の項」を「１３０の項」に改める。 

別表第１中１２６の項を１３０の項とし、１１７の項から１２５の項までを４項ずつ繰り下

げ、同表１１６の項中「１１５の項」を「１１９の項」に改め、同項を同表１２０の項とし、

同表中１１５の項を１１９の項とし、１０２の項から１１４の項までを４項ずつ繰り下げ、同

表１０１の項中「１０３の項」を「１０７の項」に改め、同項を同表１０５の項とし、同表中    

１００の項を１０４の項とし、９５の項から９９の項までを４項ずつ繰り下げ、同表９４の項

中「９３の項」を「９７の項」に改め、同項を同表９８の項とし、同表９３の項を同表９７の

項とし、同表９２の項中「９１の項」を「９５の項」に改め、同項を同表９６の項とし、同表

中９１の項を９５の項とし、８４の項から９０の項までを４項ずつ繰り下げ、同表８３の項中

「建築物の建築許可申請手数料」を「建築物等の建築等許可申請手数料」に、「一敷地内許可

建築物を除く」を「新築する一敷地内許可建築物以外の建築物及び増築等をする一敷地内許可

建築物に限る」に改め、同項を同表８７の項とし、同表８２の項中「建築物の」を「建築物等

の」に、「一敷地内認定建築物を除く」を「新築する一敷地内認定建築物以外の建築物及び増

築等をする一敷地内認定建築物に限る」に改め、同項を同表８６の項とし、同表８１の項中「建

築物の建築認定申請手数料」を「建築物等の建築等認定申請手数料」に、「一敷地内認定建築

物を除く」を「新築する一敷地内認定建築物以外の建築物及び増築等をする一敷地内認定建築

物に限る」に改め、同項を同表８５の項とし、同表８０の項中「既存建築物を除く」を「建築

等をする建築物に限る」に改め、同項を同表８４の項とし、同表７９の項を同表８３の項とし、



同表７８の項中「既存建築物を除く」を「建築等をする建築物に限る」に改め、同項を同表   

８２の項とし、同表中７７の項を８１の項とし、６２の項から７６の項までを４項ずつ繰り下

げ、６１の項を６４の項とし、同項の次に次のように加える。 

６５ 

建築基準法第５８条第２

項の規定に基づく高度地

区における建築物の高さ

の特例許可申請手数料 

１６０，０００円 

別表第１の６０の項を同表６３の項とし、同表５９の項中「第５５条第３項各号」を「第     

５５条第４項各号」に、「高さの」を「高さに関する制限の適用除外に係る」に改め、同項を

同表６２の項とし、同表５８の項を同表６０の項とし、同項の次に次のように加える。 

６１ 

建築基準法第５５条第３

項の規定に基づく建築物

の高さの特例許可申請手

数料 

１６０，０００円 

別表第１の５７の項を同表５９の項とし、同表５６の項中「第５３条第５項第３号」を「第

５３条第６項第３号」に改め、同項を同表５８の項とし、同表５５の項を同表５６の項とし、

同項の次に次のように加える。 

５７ 

建築基準法第５３条第５

項第４号の規定に基づく

建築物の建蔽率の特例許

可申請手数料 

３３，０００円 

別表第１中５４の項を５５の項とし、５３の項を５４の項とし、５２の項を５３の項とし、

５１の項の次に次のように加える。 

５２ 

建築基準法第５２条第６

項第３号の規定に基づく

建築物の容積率の特例認

定申請手数料 

２７，０００円 

別表第１備考第４項中「１０２の項及び１０３の項」を「１０６の項及び１０７の項」に改

める。 

別表第２アの表の付表第１中 
「     

 

登録住宅性能評価機関により低炭素化促

進法第５４条第１項に規定する基準に適

合すると評価されている場合 

５，０００円  

を 

   」  

「     

 登録住宅性能評価機関により低炭素化促 ５，０００円   



 
進法第５４条第１項に規定する基準に適

合すると評価されている場合 

  

 
建築物エネルギー消

費性能基準等を定め

る省令（平成２８年

経済産業省、国土交

通省令第１号）第 

１０条第２号イ(２)

及びロ(２)に定める

基準に適合すること

について審査を受け

る場合 

床面積の合計が

２００平方メー

トル以内のもの 

１８，０００円   

 

床面積の合計が

２００平方メー

トルを超えるも

の 

 

１９，０００円  に改め、 

   」  

別表第２アの表の付表第２中 
「     

 

建築物のエネルギー

消費性能の向上に関

する法律（平成２７年

法律第５３号）第１５

条第１項に規定する

登録建築物エネルギ

ー消費性能判定機関

（以下「登録建築物エ

ネルギー消費性能判

定機関」という。）又

は登録住宅性能評価

機関により低炭素化

促進法第５４条第１

項に規定する基準に

適合すると評価され

ている場合 

床面積の合計が

３００平方メー

トル以内のもの 

１０，０００円  

を 

床面積の合計が

３００平方メー

ト ル を 超 え  

２，０００平方メ

ートル以内のも

の 

２０，０００円 

床面積の合計が

２，０００平方メ

ー ト ル を 超 え 

５，０００平方メ

ートル以内のも

の 

４６，０００円 

床面積の合計が

５，０００平方メ

ートルを超える

もの 

８２，０００円 

   」  

「     

 

建築物のエネルギー

消費性能の向上に関

する法律（平成２７

年法律第５３号）第

１５条第１項に規定

する登録建築物エネ

床面積の合計が

３００平方メー

トル以内のもの 

１０，０００円   

 

 

 

 

 

 

 床面積の合計が

３００平方メー

ト ル を 超 え  

２０，０００円  



ルギー消費性能判定

機関（以下「登録建

築物エネルギー消費

性能判定機関」とい

う。）又は登録住宅

性能評価機関により

低炭素化促進法第 

５４条第１項に規定

する基準に適合する

と評価されている場

合 

２，０００平方メ

ートル以内のも

の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に改め、 

 

床面積の合計が

２，０００平方メ

ー ト ル を 超 え 

５，０００平方メ

ートル以内のも

の 

４６，０００円  

 

床面積の合計が

５，０００平方メ

ートルを超えるも

の 

８２，０００円  

 

建築物エネルギー消

費性能基準等を定め

る省令第１０条第２

号イ(２)及びロ(２)

に定める基準に適合

することについて審

査を受ける場合 

床面積の合計が

３００平方メー

トル以内のもの 

３３，０００円  

 

床面積の合計が

３００平方メー

ト ル を 超 え  

２，０００平方メ

ートル以内のも

の 

５８，０００円  

床面積の合計が

２，０００平方メ

ー ト ル を 超 え 

５，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１０５，０００円 

床面積の合計が

５，０００平方メ

ートルを超える

もの 

１５８，０００円 

   」  

同表備考中「（住宅部分の設計一次エネルギー消費量について、単位住戸（住宅部分の一の住

戸をいう。以下同じ。）の設計一次エネルギー消費量を合計した数値により算定する場合にあ

っては、共用部分（住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。以下同じ。）を除いた部分）」

を削り、別表第２アの表の付表第３中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第２

条第３号による」及び「（平成２８年経済産業省令、国土交通省令第１号）」を削り、「第１

条第１項第１号ロ」を「第１０条第１号イ（２）及びロ（２）（非住宅部分の全部を同号に規



定する工場等の用途に供する場合にあっては、同号ロ（２））」に改め、別表第２イの表の付

表第１中 
「     

 

登録住宅性能評価機関により低炭素化促

進法第５４条第１項に規定する基準に適

合すると評価されている場合 

３，０００円  

を 

   」  

「     

 登録住宅性能評価機関により低炭素化促

進法第５４条第１項に規定する基準に適

合すると評価されている場合 

３，０００円  

に改め、 

 
 

 
建築物エネルギー消

費性能基準等を定め

る省令第１０条第２

号イ(２)及びロ(２)

に定める基準に適合

することについて審

査を受ける場合 

床面積の合計が

２００平方メー

トル以内のもの 

９，０００円  

 

床面積の合計が

２００平方メー

トルを超えるも

の 

１０，０００円  

   」  

別表第２イの表の付表第２中 
「     

 

登録建築物エネルギ

ー消費性能判定機関

又は登録住宅性能評

価機関により低炭素

化促進法第５４条第

１項に規定する基準

に適合すると評価さ

れている場合 

床面積の合計が

３００平方メー

トル以内のもの 

５，０００円  

を 

床面積の合計が

３００平方メー

ト ル を 超 え  

２，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１０，０００円 

床面積の合計が

２，０００平方メ

ー ト ル を 超 え 

５，０００平方メ

ートル以内のも

の 

２３，０００円 

床面積の合計が

５，０００平方メ

ートルを超える

もの 

４１，０００円 

   」  

「     

 登録建築物エネルギ 床面積の合計が ５，０００円   



ー消費性能判定機関

又は登録住宅性能評

価機関により低炭素

化促進法第５４条第

１項に規定する基準

に適合すると評価さ

れている場合 

３００平方メー

トル以内のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に改め、 

 

床面積の合計が

３００平方メー

ト ル を 超 え  

２，０００平方メ

ートル以内のも

の 

１０，０００円  

 

床面積の合計が

２，０００平方メ

ー ト ル を 超 え 

５，０００平方メ

ートル以内のも

の 

２３，０００円  

 

床面積の合計が

５，０００平方メ

ートルを超える

もの 

４１，０００円  

 

建築物エネルギー消

費性能基準等を定め

る省令第１０条第２

号イ(２)及びロ(２)

に定める基準に適合

することについて審

査を受ける場合 

床面積の合計が

３００平方メー

トル以内のもの 

１７，０００円  

 

床面積の合計が

３００平方メー

ト ル を 超 え  

２，０００平方メ

ートル以内のも

の 

２９，０００円  

床面積の合計が

２，０００平方メ

ー ト ル を 超 え 

５，０００平方メ

ートル以内のも

の 

５３，０００円 

床面積の合計が

５，０００平方メ

ートルを超える

もの 

７９，０００円 

   」  

同表備考中「（住宅部分の設計一次エネルギー消費量について、単位住戸の設計一次エネルギ

ー消費量を合計した数値により算定する場合にあっては、共用部分を除いた部分）」を削り、

別表第２イの表の付表第３中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第２条第３号



による」を削り、「第１条第１項第１号ロ」を「第１０条第１号イ（２）及びロ（２）（非住

宅部分の全部を同号に規定する工場等の用途に供する場合にあっては、同号ロ（２））」に改

める。 

別表第３ウの表の付表第１中 

「     

 

住宅の品質確保の促進等に関する法律第

６条第１項に規定する設計住宅性能評価

書（以下「設計住宅性能評価書」という。）

の交付を受けている場合 

５，０００円  

を 

   」  

「     

 住宅の品質確保の促進等に関する法律第

６条第１項に規定する設計住宅性能評価

書（以下「設計住宅性能評価書」という。）

の交付を受けている場合 

５，０００円  

に改め、 

  

 

 

建築物エネルギー消

費性能基準等を定め

る省令第１０条第２

号イ(２)及びロ(２)

に定める基準に適合

することについて審

査を受ける場合 

床面積の合計が 

２００平方メート

ル以内のもの 

１８，０００円  

 

床面積の合計が 

２００平方メート

ルを超えるもの 

１９，０００円  

   」  

別表第３ウの表の付表第２中 

「     

 

設計住宅性能評価書

の交付を受けている

場合 

床面積の合計が 

３００平方メート

ル以内のもの 

１０，０００円  

を 

床面積の合計が 

３００平方メート

ル を 超 え   

２，０００平方メ

ートル以内のもの 

２０，０００円 

床面積の合計が

２，０００平方メ

ー ト ル を 超 え 

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

４６，０００円 

床面積の合計が

５，０００平方メ

ートルを超えるも

の 

８２，０００円 

   」  

「     

 設計住宅性能評価書

の交付を受けている

床面積の合計が 

３００平方メート

１０，０００円   

 



場合 ル以内のもの  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に改め、 

 

床面積の合計が 

３００平方メート

ル を 超 え   

２，０００平方メ

ートル以内のもの 

２０，０００円  

 

床面積の合計が

２，０００平方メ

ー ト ル を 超 え 

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

４６，０００円  

 

床面積の合計が

５，０００平方メ

ートルを超えるも

の 

８２，０００円  

 

建築物エネルギー消

費性能基準等を定め

る省令第１０条第２

号イ(２)及びロ(２)

に定める基準に適合

することについて審

査を受ける場合 

床面積の合計が 

３００平方メート

ル以内のもの 

３３，０００円  

 

床面積の合計が 

３００平方メート

ル を 超 え   

２，０００平方メ

ートル以内のもの 

５８，０００円  

床面積の合計が

２，０００平方メ

ー ト ル を 超 え 

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

１０５，０００円 

床面積の合計が

５，０００平方メ

ートルを超えるも

の 

１５８，０００円 

   」  

同表備考中「単位住戸」の次に「（住宅部分の一の住戸をいう。以下同じ。）」を、「共用部

分」の次に「（住宅部分のうち単位住戸以外の部分をいう。以下同じ。）」を加え、別表第３

ウの表の付表第３中「。以下同じ。」を削り、別表第３エの表の付表第１中 

「     

 
設計住宅性能評価書の交付を受けている

場合 

３，０００円  
を 

   」  

「     

 設計住宅性能評価書の交付を受けている

場合 

３，０００円  

に改め、 

   

 

建築物エネルギー消

費性能基準等を定め

る省令第１０条第２

号イ(２)及びロ(２)

に定める基準に適合

床面積の合計が 

２００平方メート

ル以内のもの 

９，０００円  

 
床面積の合計が 

２００平方メート

１０，０００円  



することについて審

査を受ける場合 

ルを超えるもの 

   」  

別表第３エの表の付表第２中 

「     

 

設計住宅性能評価書

の交付を受けている

場合 

床面積の合計が 

３００平方メート

ル以内のもの 

５，０００円  

を 

床面積の合計が 

３００平方メート

ル を 超 え  

２，０００平方メ

ートル以内のもの 

１０，０００円 

床面積の合計が

２，０００平方メ

ー ト ル を 超 え 

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

２３，０００円 

床面積の合計が

５，０００平方メ

ートルを超えるも

の 

４１，０００円 

   」  

「     

 

設計住宅性能評価書

の交付を受けている

場合 

床面積の合計が 

３００平方メート

ル以内のもの 

５，０００円  

に改め、 

 

床面積の合計が 

３００平方メート

ル を 超 え  

２，０００平方メ

ートル以内のもの 

１０，０００円  

 

床面積の合計が

２，０００平方メ

ー ト ル を 超 え 

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

２３，０００円  

 

床面積の合計が

５，０００平方メ

ートルを超えるも

の 

４１，０００円  

 

建築物エネルギー消

費性能基準等を定め

る省令第１０条第２

号イ(２)及びロ(２)

に定める基準に適合

することについて審

査を受ける場合 

床面積の合計が 

３００平方メート

ル以内のもの 

１７，０００円  

 床面積の合計が 

３００平方メート

ル を 超 え  

２，０００平方メ

ートル以内のもの 

２９，０００円  



床面積の合計が

２，０００平方メ

ー ト ル を 超 え 

５，０００平方メ

ートル以内のもの 

５３，０００円 

床面積の合計が

５，０００平方メ

ートルを超えるも

の 

７９，０００円 

   」  

別表第３オの表の付表第１中「第１条第１項第２号イ(２)（ⅰ）」を「第１条第１項第２号イ(２)」

に改め、別表第３オの表の付表第２中「第１条第１項第２号イ(２)（ⅱ）」を「第１条第１項

第２号イ(２)」に改める。 

附 則  

この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、別表第２及び別表第３の改正規定は、 

公布の日から施行する。 

 

 

 

理 由 

建築基準法等の改正に伴い、新たな申請手数料の設定等を行おうとするものである。 

 



議第２７号 

 

   山形市福祉医療給付金支給条例の一部改正について 

 

 山形市福祉医療給付金支給条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和５年２月２２日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘     

 

   山形市福祉医療給付金支給条例の一部を改正する条例 

山形市福祉医療給付金支給条例（昭和４９年市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３号中「１５歳」を「１８歳」に改め、同条に次の２号を加える。 

⑸ 外来療養 病院又は診療所における診察、薬剤若しくは治療材料の支給若しくは処置、

手術その他の治療（これらの療養の給付のうち、病院又は診療所への入院及びその療養に

伴う世話その他の看護に伴うものを除く。）又は居宅における療養上の管理及びその療養

に伴う世話その他の看護をいう。 

⑹ 入院療養 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護（これらの療

養の給付に伴う診察、薬剤又は治療材料の支給及び処置、手術その他の治療を含む。）を

いう。 

第４条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、こども医療給付金の支給認定者のうち１５歳に達する日以後における最初の４月

１日から１８歳に達する日以後における最初の３月３１日までの者にあっては、医療証の交

付について申請があった者に限る。 

第５条第１項中「療養（」の次に「こども医療給付金の支給認定者のうち１５歳に達する日

以後における最初の４月１日から１８歳に達する日以後における最初の３月３１日までの者に

あっては、外来療養を除く。」を加え、同条第２項第５号ア中「（病院又は診療所における診

察、薬剤若しくは治療材料の支給若しくは処置、手術その他の治療（これらの療養の給付のう

ち、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に伴うものを除く。）又は

居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護をいう。以下同じ。）」及び



「（病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護（これらの療養の給付に伴

う診察、薬剤又は治療材料の支給及び処置、手術その他の治療を含む。）をいう。以下同じ。）」

を削る。 

第６条第２項中「前項」を「前項ただし書」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の山形市福祉医療給付金支給条例の規定は、施行日以後に受ける療

養の給付に係るこども医療給付金について適用し、施行日前に受けた療養の給付に係るこど

も医療給付金については、なお従前の例による。 

 

 

 

理 由 

入院療養に係るこども医療給付金の支給対象者の範囲を１８歳までに拡大しようとするもの

である。 



議第２８号 

 

山形市児童遊園条例の一部改正について 

 

山形市児童遊園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

山形市児童遊園条例の一部を改正する条例 

山形市児童遊園条例（昭和４３年市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

別表上志戸田児童遊園の項を削り、同表二位田第１児童遊園の項中「二位田第１児童遊園」

を「二位田児童遊園」に改め、同表二位田第２児童遊園の項及び八森第１児童遊園の項を削り、

同表八森第２児童遊園の項中「八森第２児童遊園」を「八森児童遊園」に改め、同表浜田児童

遊園の項を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

理 由 

児童遊園の廃止及び名称の変更を行おうとするものである。 

 



議第２９号 

 

山形市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に

ついて 

 

山形市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

山形市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

山形市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年市条例第 

１８号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「次条第１項」の次に「、第８条の３第２項」を加える。 

第８条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第８条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所

等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する家庭的

保育事業所等外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活に

おける安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関

する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全

計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及

び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、

保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更



を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第８条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の家庭的保育事業所等外での活動、取組等の

ための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車

及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、

利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列

の座席並びにこれらより１つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその

他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められ

るものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼

児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の

降車の際に限る。）を行わなければならない。 

第１１条中「ときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り」を加え、同条ただ

し書を削る。 

第１４条を次のように改める。 

第１４条 削除 

第１５条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施

する」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１４条の改正規定は、公布の日

から施行する。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置） 

２ 改正後の第８条の３第２項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳

幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定

するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置（以下「ブザー等」とい

う。）を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和６年３月 

３１日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用

乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設



置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。 

 

 

 

理 由 

厚生労働省令の改正に伴い、家庭的保育事業等の運営等に関する基準について所要の改正を

行おうとするものである。 



議第３０号 

 

山形市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部改正について 

 

山形市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

山形市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

山形市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成

２６年市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

理 由 

内閣府令の改正に伴い、特定教育・保育施設等の運営に関する基準について所要の改正を行

おうとするものである。 



議第３１号 

 

山形市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正について 

 

山形市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を次のように制定する。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

山形市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

山形市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年市条

例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第６条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児童健全

育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用者等に対

する放課後児童健全育成事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での

生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健

全育成事業所における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」

という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の

研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよ

う、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画

の変更を行うものとする。 



（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の放課後児童健全育成事業所外での活動、

取組等のための移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車

及び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利

用者の所在を確認しなければならない。 

第１２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感染症や非

常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常

時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条において「業務継続計画」とい

う。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務

継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施

する」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ 施行日から令和６年３月３１日までの間、改正後の第６条の２の規定の適用については、

同条第１項中「講じなければならない」とあるのは「講ずるよう努めなければならない」と、

同条第２項中「実施しなければならない」とあるのは「実施するよう努めなければならな

い」と、同条第３項中「周知しなければならない」とあるのは「周知するよう努めなければ

ならない」とする。 

 

 

 



理 由 

厚生労働省令の改正に伴い、放課後児童健全育成事業の運営等に関する基準について所要の

改正を行おうとするものである。 



議第３２号 

 

山形市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につい

て 

 

山形市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次の

ように制定する。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

山形市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例 

第１条 山形市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３０年市条例第

７２号）の一部を次のように改正する。 

  第１３条を次のように改める。 

 第１３条 削除 

第２条 山形市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改

正する。 

第７条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 児童福祉施設（助産施設を除く。以下この条及び次条において同じ。）は、児

童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する

児童福祉施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活におけ

る安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項

についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に

従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 児童福祉施設は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓

練を定期的に実施しなければならない。 



３ 保育所は、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、

安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 児童福祉施設は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行

うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 児童福祉施設は、児童の児童福祉施設外での活動、取組等のための移動その他

の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他

の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければな

らない。 

２ 保育所は、児童の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれ

らより１つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を

勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を

日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する

装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（児童の降車の際に限る。）を行わな

ければならない。 

第１０条の見出し中「併設する」を「併せて設置する」に改め、同条中「併設する」を

「併せて設置する」に、「、当該児童福祉施設」を「当該児童福祉施設」に、「職員と」を

「職員に」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定は、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の

保護に直接従事する職員については、適用しない。ただし、保育所の設備及び職員につい

ては、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。 

第１３条を次のように改める。 

（業務継続計画の策定等） 

第１３条 児童福祉施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以

下この条において「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 児童福祉施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 児童福祉施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の



変更を行うよう努めるものとする。 

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及

びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に

実施する」に改める。 

第１５条第１項中「第１０条」を「第１０条第１項」に改める。 

附則第４項中「乳児４人以上を入所させる保育所に係る」を削り、「准看護師」の次に

「（以下この項において「看護師等」という。）」を加え、同項に次のただし書を加える。 

ただし、乳児の数が４人未満である保育所については、子育てに関する知識と経験を有

する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士

による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和５年４月１日（以下「施行

日」という。）から施行する。 

 （安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ 施行日から令和６年３月３１日までの間、第２条の規定による改正後の山形市児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準を定める条例第７条の２（保育所に係るものを除く。）の規

定の適用については、同条第１項中「講じなければならない」とあるのは「講ずるよう努め

なければならない」と、同条第２項中「実施しなければならない」とあるのは「実施するよ

う努めなければならない」と、同条第３項中「周知しなければならない」とあるのは「周知

するよう努めなければならない」とする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後の山形市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例第７条の３第２項の規定の適用については、保育所において児童の送迎を目的とした自動

車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の児

童の見落としを防止する装置（以下「ブザー等」という。）を備えること及びこれを用いる

ことにつき困難な事情があるときは、令和６年３月３１日までの間、当該自動車にブザー等

を備えないことができる。この場合において、児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運

行する保育所は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わなければな

らない。 



理 由 

厚生労働省令の改正に伴い、児童福祉施設の運営等に関する基準について所要の改正を行お

うとするものである。 



議第３３号 

 

山形市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部改正について 

 

山形市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改

正する条例を次のように制定する。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

山形市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例 

山形市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和元年

市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第６条に次の１項を加える。 

９ 第１項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等（山形市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年市条例第１８号）第３条に規定す

る家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。）をいう。以下同じ。）に

入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所

している障がい児を交流させるときは、障がい児の支援に支障がない場合に限り、障がい児

の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることがで

きる。 

第７条に次の１項を加える。 

９ 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型

認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障がい児を交流

させるときは、障がい児の支援に支障がない場合に限り、障がい児の支援に直接従事する従

業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。 

第４１条の次に次の２条を加える。 



（安全計画の策定等） 

第４１条の２ 指定児童発達支援事業者は、障がい児の安全の確保を図るため、指定児童発達

支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障がい児等に

対する指定児童発達支援事業所外での活動、取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生

活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達

支援事業所における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」と

いう。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の

研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は、障がい児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよ

う、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の

変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第４１条の３ 指定児童発達支援事業者は、障がい児の指定児童発達支援事業所外での活動、

取組等のための移動その他の障がい児の移動のために自動車を運行するときは、障がい児の

乗車及び降車の際に、点呼その他の障がい児の所在を確実に把握することができる方法によ

り、障がい児の所在を確認しなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は、障がい児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと並

列の座席並びにこれらより１つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものそ

の他利用の態様を勘案してこれと同程度に障がい児の見落としのおそれが少ないと認められ

るものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障がい児

の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（障がい児の降車

の際に限る。）を行わなければならない。 

第４７条を次のように改める。 

第４７条 削除 

第６０条に次の１項を加える。 

３ 第１項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携

型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に通所している障がい児

を交流させるときは、障がい児の支援に支障がない場合に限り、障がい児の支援に直接従事



する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。 

第６３条中「、第４７条」を削る。 

第６８条に次の１項を加える。 

４ 前項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型

認定こども園に入園している児童と指定医療型児童発達支援事業所に通所している障がい児

を交流させるときは、障がい児の支援に支障がない場合に限り、障がい児の支援に直接従事

する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。 

第９７条及び第１０２条中「第３９条の２」の次に「、第４１条の２、第４１条の３第１

項」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第 

４７条及び第６３条の改正規定は、公布の日から施行する。 

（安全計画の策定等に係る経過措置） 

２ 施行日から令和６年３月３１日までの間、改正後の第４１条の２（改正後の第５９条、第

６３条、第７７条、第８４条、第８５条、第８９条、第９７条及び第１０２条において準用

する場合を含む。）の規定の適用については、改正後の第４１条の２第１項中「講じなけれ

ばならない」とあるのは「講ずるよう努めなければならない」と、同条第２項中「実施しな

ければならない」とあるのは「実施するよう努めなければならない」と、同条第３項中「周

知しなければならない」とあるのは「周知するよう努めなければならない」とする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置） 

３ 施行日から令和６年３月３１日までの間、改正後の第４１条の３第２項（改正後の第５９

条、第６３条、第７７条、第８４条、第８５条及び第８９条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、指定児童発達支援事業者において障がい児の送迎を目的と

した自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の

車内の障がい児の見落としを防止する装置（以下「ブザー等」という。）を備えること及び

これを用いることにつき困難な事情があるときは、当該自動車にブザー等を備えないことが

できる。この場合において、障がい児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する指定児

童発達支援事業者は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて障がい児の所在の確認を行わな

ければならない。 



理 由 

 厚生労働省令の改正に伴い、指定通所支援の事業等の運営等に関する基準について所要の改

正を行おうとするものである。 



議第３４号 

 

山形市認定こども園の認定の要件に係る基準並びに施設の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正について 

 

山形市認定こども園の認定の要件に係る基準並びに施設の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

山形市認定こども園の認定の要件に係る基準並びに施設の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例 

山形市認定こども園の認定の要件に係る基準並びに施設の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成３１年市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第１２条第１０号を同条第１３号とし、同条第９号中「第７号」を「第９号」に改め、同号

を同条第１２号とし、同条中第８号を第１０号とし、同号の次に次の１号を加える。 

⑾ 職員は、当該認定こども園の子どもに対し、児童福祉法第３３条の１０各号に掲げる行

為その他当該子どもの心身に有害な影響を与える行為をしないこと。 

第１２条中第７号を第９号とし、第６号の次に次の２号を加える。 

⑺ 子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を

運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握

することができる方法により、子どもの所在を確認すること。 

⑻ 通園を目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより１つ後方に

備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同

程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）を運行するときは、

当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用い

て前号に定める所在の確認（子どもの自動車からの降車の際に限る。）を行うこと。 

附則第６項の表以外の部分中「前３項」を「附則第３項から前項まで」に改め、同項の表前



項の項中「前項」を「附則第５項」に改め、同表に次のように加える。 

 

 

 

 

 

附則第６項を附則第７項とし、附則第５項の次に次の１項を加える。 

６ 第６条第１項の規定により保育士の資格を有する者でなければならない保育に従事する職

員については、当分の間、１人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は

准看護師（以下「看護師等」という。）をもって代えることができる。ただし、満１歳未満

の子どもの数が４人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有す

る看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育

士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置） 

２ 認定こども園において、改正後の第１２条第８号に規定する自動車を運行する場合であっ

て、当該自動車に同号に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置

（以下「ブザー等」という。）を備えることにつき困難な事情があるときは、令和６年３月

３１日までの間、当該自動車にブザー等を備えて同条第７号に定める子どもの所在の確認を

行うことを要しない。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に

代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。 

 

 

 

理 由 

 内閣府・文部科学省・厚生労働省告示の改正に伴い、認定こども園の運営等に関する基準に

ついて所要の改正を行おうとするものである。 

前項 第６条第１項の規定により

保育士の資格を有する者で

なければならない保育に従

事する職員 

看護師等 



議第３５号 

 

山形市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正について 

 

山形市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

山形市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

第１条 山形市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成３０年市条例第７３号）の一部を次のように改正する。 

  第１４条の表以外の部分中「から第１３条まで」を「、第１２条」に改め、同条の表第 

１３条の項を削り、同表第３９条の項読み替える字句の欄中「園長」を「認定こども園法第

１４条第１項に規定する園長」に改める。 

第２条 山形市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を次のように改正する。 

第６条第６項中「場合は」の次に「、その行う教育及び保育に支障がないときに限り」を、

「一部を」の次に「他の」を加え、同項ただし書を削る。 

第８条第８項中「場合は」の次に「、その行う教育及び保育に支障がないときに限り」を、

「一部を」の次に「他の」を加え、同項ただし書を削る。 

 第１４条の表以外の部分中「、第１２条」を「から第１３条まで」に改め、同条の表第 

１２条の項の次に次のように加える。 

第１３条 利用者に対する支援の提供 園児の教育及び保育（満３

歳未満の園児については、      

その保育。以下同じ。） 



第１４条の表第２０条第１項の項読み替える字句の欄中「（満３歳未満の園児については、

その保育。以下同じ。）」を削る。 

附則第１１項中「前２項」を「附則第９項から前項まで」に、「又は保育教諭と同等の知

識及び経験を有すると市長が認める者」を「、保育教諭と同等の知識及び経験を有すると市

長が認める者又は看護師等」に、「並びに保育教諭と同等の知識及び経験を有すると市長が

認める者」を「、保育教諭と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者並びに看護師

等」に改め、同項を附則第１３項とし、附則第１０項の次に次の２項を加える。 

１１ 職員については、当分の間、１人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する

保健師、看護師又は准看護師（以下「看護師等」という。）をもって代えることができる。

ただし、満１歳未満の園児の数が４人未満である幼保連携型認定こども園については、子

育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに

当たって職員による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

１２ 前項の場合において、当該看護師等は、補助者として従事する場合を除き、教育課程

に基づく教育に従事してはならない。 

附 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

理 由 

 内閣府・文部科学省・厚生労働省令の改正に伴い、幼保連携型認定こども園の運営等に関す

る基準について所要の改正を行おうとするものである。 



 
 

議第３６号 

 

山形市国民健康保険条例の一部改正について                          

 

山形市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

                          山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

山形市国民健康保険条例の一部を改正する条例                          

山形市国民健康保険条例（昭和３４年市条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条の２中「４０８，０００円」を「４８８，０００円」に、「４２０，０００円」を     

「５００，０００円」に改める。 

附 則  

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第４条の２の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、

施行日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。 

 

 

 

理 由 

健康保険法施行令等の改正にあわせ、国民健康保険の被保険者が出産した場合の出産育児一

時金の額を引き上げようとするものである。 



議第３７号 

 

山形市営住宅条例の一部改正について 

 

山形市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘 

 

山形市営住宅条例の一部を改正する条例 

山形市営住宅条例（平成９年市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「除く。」の次に「以下この項（各号を除く。）及び」を加え、「（老人」

を「（高齢者」に、「老人等」を「高齢者等」に改め、同項に次のただし書を加える。 

ただし、規則で定める公営住宅にあっては、第１号に掲げる条件を具備することを要しな

い。 

第７条第２項中「老人等」を「高齢者等」に改める。 

第９条第４項中「のうち、」の次に「配偶者のない者であって」を加え、「寡婦若しくは寡

夫」を「もの」に、「老人」を「高齢者」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第６条第１項の規定は、施行日以後に開始する公営住宅の入居者の公募に応じて

入居の申込みをする者について適用し、同日前に開始された公営住宅の入居者の公募に応じ

て入居の申込みをした者については、なお従前の例による。 

 

 

 

 



理 由 

６０歳未満の単身者が入居できるよう、市営住宅への入居要件を緩和しようとするものであ

る。 



議第３８号 

 

山形市立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例の一部改正について 

 

山形市立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。 

 

令和５年２月２２日提出 

 

山形市長 佐 藤 孝 弘     

 

山形市立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例の一部を改正する条例 

山形市立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例（平成１６年市条例第１号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第４号中カをクとし、オをカとし、その次に次のように加える。 

 キ 西山形小学校 

第２条第４号エの次に次のように加える。 

 オ 南沼原小学校 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行

する。 

 （準備行為） 

２ この条例による改正後の山形市立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例（以下「新

条例」という。）第２条第４号オ及びキに掲げる学校の特別教室の使用の許可及びこれに関

し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例及び新条例に基づく教

育委員会規則の規定の例により行うことができる。 

 

 

 



理 由 

南沼原小学校及び西山形小学校の校舎の改築に伴い、それらの学校の特別教室の一部を市民

に開放しようとするものである。 


